
船舶事故調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年８月２０日 １３時４０分ごろ 

発生場所 北海道小樽市塩谷
し お や

漁港北方沖（小樽市立岩
たていわ

北方沖） 

塩谷港外防波堤西灯台から真方位００７°７００ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１３.５′ 東経１４０°５５.１′） 

事故の概要  プレジャーボートEMMILEE
エ ミ リ ー

は、航行中、暗岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年８月２０日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート EMMILEE、１２トン 

 ２５０－１９５３４北海道、株式会社髙田建築設計事務所 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 重傷 １人（同乗者） 

 損傷 右舷船尾部船底外板に破口、右舷推進器損傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者５人を乗せ、遊泳の目的

で、小樽市塩谷海水浴場に向けて、同市所在のマリーナを出発し、船

長がフライングブリッジの操縦席に着座して操船していた。 

船長は、約３０年間、年に２回ほど塩谷海水浴場へ航行しており、

その際、小樽市窓岩南方にある「青の洞窟」と呼ばれる景勝地を経由

して塩谷海水浴場に向かう進路をとっていた。 

船長は、窓岩東方沖を陸岸に沿って西進中、青の洞窟付近に多数の

小型観光船を視認したので、本船の航走波が観光船の航行の妨げにな

ると思い、青の洞窟を経由するのはやめることとし、西進を続けた。 

船長は、窓岩北方沖に達したとき、立岩付近に暗岩が点在すること

を知っていたので、立岩北方沖までの距離を目測し、進路を定め、約

１５ノットの対地速力で西進中、船底から異音が聞こえ、本船が暗岩

に乗り揚げて通過したことに気付いた。 

船長は、浸水していることを知り、沈没を避ける目的で、付近にあ

る塩谷漁港に向かい、本船を同漁港内の磯船用の斜路に進入させた。 

本船は、斜路手前の浅所に座礁し、船長は、同乗者全員と共に港内

にいた漁船に救助された。 

同乗者１人は、船室内船首側に立っていたところ、乗揚の衝撃によ

り床面に転倒し、第２腰椎圧迫骨折を負った。 

 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.３ｍであった。 

 船長及び同乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 



 本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターが船室内の操縦席に装備さ

れており、フライングブリッジの操縦席にはマグネットコンパスのみ

装備されていた。 

 船長は、目測で立岩から離れた進路にしたつもりであったが、ふだ

んと異なる経路上から立岩を見たこともあり、目測を誤ったかもしれ

ないと本事故後に思った。 

分析 

  

本船は、立岩北方沖を西進中、ふだんとは違う進路となった際、目

測のみで進路を定めて航行を続けたことから、暗岩が点在する立岩付

近に向けて航行していることに気付かず、暗岩に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が立岩北方沖を西進中、ふだんとは違う進路となっ

た際、目測のみで進路を定めて航行を続けたため、暗岩が点在する立

岩付近に向けて航行していることに気付かず、暗岩に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、暗岩等の障害物が存在する海域を航行する際は、ＧＰＳ

プロッター等の航海計器を活用して船位を確認のうえ、暗岩等か

ら十分な距離をとること。 

・小型船舶の船長は、乗船者に対して、航行中は船体動揺に備え

て、可能な限り着座するよう指示すること。 

 



 


